
 

 

 

 

 
 

 

 

 
     

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

新潟県南魚沼市塩沢 1112-32 

発行：塩沢商工会 

TEL 025-782-1206 

FAX 025-782-4044 

https://shiozawasho.jp/ 

mail : shiozawa@shinsyoren.or.jp 

塩沢商工会報

商工会は、地域事業者の皆様のご発展と創業を予定される皆様をご支援いたします。 

金融・労務・税務など経営の様々な課題を行政や支援団体と連携して解決を図ります。 

ついに始まる！インボイス制度❕ 今一度確認しましょう！ 
●インボイス制度とは 

売手であるインボイス発行事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、イ

ンボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があり

ます)。買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)であるインボイス発

行事業者から交付を受けたインボイスの保存が必要となります。 

※インボイスとは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額を伝えるものです。 

●10 月以降の請求書について 

現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額等」の

記載が必要となります(不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、旅行業、タクシー

業等は適格簡易請求書でも可能です。)。 

●特例措置及び経過措置 

納税額 2 割特例措置→インボイス制度を機に免税事業者がインボイス発行事業者となる場合、令

和 5 年 10 月 1 日から約 3 年間の課税期間、売上税額の 2 割を納税額とすることができます。 

仕入税額控除の経過措置→令和 5 年 10 月 1 日から令和 11 年 10 月 1 日までの期間は、インボ

イス発行事業者以外のものからの課税仕入れでも、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして

控除できる経過措置が設けられています。 

●インボイス制度の案内 

インボイス制度についてご不明な点があればお気軽に商工会までお問い合わせください。「インボ

イス制度特設サイト」に制度概要や YouTube 動画などで詳しく掲載されています。また、コールセ

ンター(0120-205-553)でのお問い合わせも受け付けております。 

女性部研修旅行 in 和倉温泉研修視察 
 

 

9 月 14 日（木）～9 月 15 日（金）

に女性部 9 名で、和倉温泉研修視

察旅行が行われました。１日目は

のとじま水族館でイルカショーを

見学してからお宿へ。宿では迫力

満点の「御陣乗太鼓」のショーを楽

しみ、食事の後には和倉温泉で

日々の疲れを癒すことができまし

た。２日目は七尾市にある防災学

習センターで緊急通報のやり方な

ど研修し、その後日本で唯一海岸

の砂浜を走れる千里浜なぎさドラ

イブウェイへ。両日ともお天気に

恵まれ、食では氷見牛と海鮮を堪

能して充実した研修視察を行うこ

とができました。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ご融資額   ２,０００万円以内 
返済期間   運転資金  ７年以内 

         設備資金 １０年以内 

利   率   年 １.25％（R5．9．1現在） 

マル経融資ご案内 

無担保！・無保証！ 

小規模事業者向けの融資 

仕入や、諸経費の支払い資金、車や機械、改装工事等の
設備資金を必要とする方はお気軽にご相談ください。 

※条件により市の利子補給制度を受けることができます。 

まずはご相談ください!! 

  塩沢商工会(電話 025-782-1206) 

日本政策金融公庫 

塩沢商工会 今後の主な予定等 
 

１０月 ３日(火) IT 導入補助金セミナー 

１０月 17 日(火) 合併検討協議会 総務部会 

１０月 18 日(水) 合併検討協議会 財政部会 

１０月 19 日(木) 合併検討協議会 事業部会 

１０月 22 日(日) 観光部 視察研修（23 日まで） 

１０月 24 日(火) 建築組合 中之島小 木工教室 

１０月 26 日(木) 健康診断 

ようやく暑さも落ち着いて過ごしやすい季節となってき

ましたね。秋と言えば読書の秋、食欲の秋、芸術の秋、ス

ポーツの秋等々。みなさんの「○○の秋」といえば何でし

ょうか？ 

我が家は毎年紅葉を見に行くのですが、今年はどこに出

かけようかなと悩んでいます。県内でも県外でもおすすめ

の紅葉スポットがあれば是非教えてくさい！（戸田） 

あ
と
が
き 

新潟県の最低賃金が R5 年 10 月 1 日より 

時間額 円になります！ 

（改訂前 890円） 
 

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国

が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低

賃金額以上の賃金を支払わなければならない

とする制度です。 

常用、臨時、パート、アルバイト、嘱託な

どの雇用形態や呼称にかかわらず、すべての

労働者とその使用者に適用されます。 

なお、特定（産業別）最低賃金については

右表のとおりです。 

 

最低賃金を必ずチェックしましょう。 

 

 

記帳機械化を商工会に 

委託されている方へ 

記帳手数料 口座振替について 
 

10 月 31 日(火)にご指定の口座よ

り引き落としをさせていただきます

ので残高の確認をお願いいたします。 
 

塩沢建築工業組合の皆様へ 

建築組合費（10～12 月分） 

口座振替について 
 

10 月 20 日(金)にご指定の口座よ

り引き落としをさせていただきます

ので残高の確認をお願いいたします。 

経営の参考になる 

ビジネス冊子を無料でお渡しいたします。 

ビジネスの参考になる下記の冊子をご用意して

おります。商工会までお気軽にご連絡ください。 
・価格の経営戦略      ・相続・贈与の税金 

・あなたもできる電子申請  ・インターネットトラブルの法務対応 

・デジタル取引と実務対応  ・インボイス制度の基本と変わる経営 

・はじめての営業の教科書  ・未来を切り開く DX 入門 

・待ったなしの資金繰り対策と金融機関との付き合い方  など 

特定（産業別）最低賃金 
働いている事業場の産業が、次の「特定（産業別）

最低賃金」の対象である場合は、「特定（産業別）

最低賃金額」が適用されます。 

 新潟県の特定（産業別）最低賃金額は、次のとお

りです。 なお、適用除外（年齢、業務など）があ

りますので、ご注意ください。 
 

●電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、

情報通信機械器具製造業 

時間額：965円 ※改定前：936 円 

（効力発生日：令和 4年 12 月 28 日） 
 

●各種商品小売業 

時間額：931円 ※改定前：890 円 

（効力発生日：令和 5年 10 月１日） 
 

●自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業 

時間額：961円 ※改定前：936 円 

（効力発生日：令和 4年 12 月 29 日） 

 

新入職員のお知らせ 
 

記帳指導員  山岸 

 

９月よりお世話になります山

岸と申します。商工会での職

務は初めてなので、至らぬ点

が多々ありますが、一生懸命

努めますので、よろしくお願

い致します。 

 

 

 

 

 

 


